
相談系サービスの 
報酬改定について 

●計画相談支援 

●障害児相談支援 
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※モニタリング時以外にも、相談支援専門員が必要に応じた支援を随時実施できるよう、サービス提供事業者は毎
月のサービス利用状況を指定特定相談支援事業者等に報告することとなります。 
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③基本報酬の見直し （続き） 

 新単価の算定時期は、利用しているサービスによって異なるため、留意が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本報酬と「初回加算」の関係 

計画相談支援の初回加算（新設）について、旧単価（経過的サービス利用支援費）の基本報酬を算定す

る場合、初回加算は算定不可。 

新単価による算定時期 対象者 

平成３０年度～ ●施設入所者等 
 （療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援） 
●新サービス利用者 

 （就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活
援助）  

平成３１年度～ 上記サービス利用者以外 
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④特定事業所加算の見直し （続き） 

 特定事業所加算（Ⅱ）及び（Ⅳ）について 

平成３３年（２０２１年）までの間の一定期間に限り設けられる。 

 

 算定要件を確認する資料の例 
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要件 申請時に添付する資料等 

（１） 相談支援専門員の配置 従業者の勤務体制及び勤務体制一覧表、現任研修終了証明書等 

（２） 定期的な会議 会議録、定期的に開催していることが分かる規程等 

（３） ２４時間の連絡体制 具体的な体制を示した書類等 

（４） 現任研修修了者による同行研
修 

研修を実施したことがわかる書類（新任相談支援専門員同行研修記録：日付、
同行者、利用者、研修方法「家庭訪問・外来相談等」、研修所感、研修評価など
が記載されたもの）等 

（５） 支援困難ケースに対する計画
相談支援等の提供 

窓口と手順を記した規程（体制であるので、相談に始まり、事業者内及び関係
機関との連携体制を整えるまでの役割（誰が何をするのか）を規程したもの）等 

（６） 基幹相談支援センター等の事
例検討会への参加 

自立支援協議会地域部会「相談支援事業所意見交換会」等への参加が分かる
もの等 

（７） 

 
１月間の相談支援専門員１人
あたりの計画相談支援等の提
供件数 

計画相談支援対象障害者数と相談支援専門員数の前６月の実績が分かるもの
等 
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その他の制度改正に係る留意事項 

 短期入所に係る計画作成 
 

年間利用日数については、１年の半分（１８０日）を目安にす
ることを計画相談支援の指定基準に位置付ける。 

 

 

 

 
 

 

【指定基準第１５条第２項第８号】 

相談支援専門員は、サービス等利用計画案に法第五条第八項に定める短期入所（以下「短期
入所」という。）を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活又は社
会生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認め
られる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間百八十日を超えないようにしなければなら
ない。 
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【参考】 相談支援専門員と補助職員について 

 相談支援専門員の業務の省力化を目的として、補助職員による業務の補助が認められて
います。 
ただし、補助職員が行える業務には限りがありますので、ご留意ください。 
 
 
【厚生労働省 相談支援関係Ｑ＆Ａより抜粋】 

 
 
 
 
 
 
【厚生労働省 事務連絡（平成26年2月27日）より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の
下に補助的業務を行うものである。なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、 
居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施 
利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明 
サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取 

その他の補助業務（例：面談のためのスケジュール調整、記録のワープロ打ち、書類整理等）について
は、各業務に対する習熟度等も勘案した上で、管理者の判断に基づき各事業所において補助職員に
行わせることも可能である。 
なお、モニタリングについても同様である。 
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